
  

一 

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
十
六
条
第
十
四
項
中
「
次
条
第
十
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
九
十
九
条
の
六
第
二
項
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
九
十
九
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
政
党
の
選
挙
区
支
部
の
寄
附
の
禁
止
） 

第
百
九
十
九
条
の
六 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
支
部
で
、
第
十
二
条
に
規
定
す
る
選

挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
選
挙
区
に
係
る
公
職
の
候
補
者
又
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ

う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
が
代
表
者
で
あ
る
も
の
（
第
二
百
四
十
九
条
の
六
に
お
い
て
「
政
党
の
選
挙
区

支
部
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
し
、
い
か
な
る
名
義
を
も
つ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
寄
附
を
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
若
し
く
は
そ
の
支
部
又
は
当
該
公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
公
職
の
候
補
者

と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
に
対
し
寄
附
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
を
五
人
以
上
有
す
る
こ
と
。 

二 

直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
お
け
る
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
若
し
く
は
比
例
代
表
選
出
議



 

二 

員
の
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
お
け
る
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
若
し
く
は
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に

お
け
る
当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
得
票
総
数
が
当
該
選
挙
に
お
け
る
有
効
投
票
の
総
数
の
百
分
の
二
以
上
で
あ
る

こ
と
。 

２ 

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
数
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

の
得
票
総
数
の
算
定
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

第
二
百
四
十
九
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
政
党
の
選
挙
区
支
部
の
寄
附
の
制
限
違
反
） 

第
二
百
四
十
九
条
の
六 

政
党
の
選
挙
区
支
部
が
第
百
九
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
し
た
と
き
は
、
そ

の
政
党
の
選
挙
区
支
部
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
二
百
五
十
一
条
、
第
二
百
五
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
百
五
十
四
条
中
「
及
び
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
二
百
四
十

九
条
の
六
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。



  

三 

理 

由 

 

選
挙
の
浄
化
に
資
す
る
た
め
、
政
党
の
選
挙
区
支
部
に
よ
る
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
す
る
寄
附
を
禁
止
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


